
五
七

視
覚
障
害
者
等
に
よ
る
著
作
物
の
利
用
機
会
促
進
マ
ラ
ケ
シ
ュ
条
約

◎ 
盲
人
、
視
覚
障
害
者
そ
の
他
の
印
刷
物
の
判
読
に
障
害
の
あ
る
者
が
発
行
さ
れ
た
著
作
物
を
利
用
す
る
機
会
を
促
進
す
る
た
め
の
マ
ラ
ケ

シ
ュ
条
約

　（
略
称
）
視
覚
障
害
者
等
に
よ
る
著
作
物
の
利
用
機
会
促
進
マ
ラ
ケ
シ
ュ
条
約

 

二
〇
一
三
年

　
六
月

　
二
七
日

　
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
六
年

　
九
月

　
三
〇
日

　
効
力
発
生

                          
 
 
 
 
 
 

二
〇
一
八
年

　
四
月

　
二
五
日

　
国
会
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
八
年

　
九
月

　
二
八
日

　
加
入
の
閣
議
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
八
年
一
〇
月

　
　
一
日

　
加
入
書
寄
託

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
八
年
一
〇
月
　
　
二
日
　
公
布
（
条
約
第
一
〇
号
）

                          
 
 
 
 
 
 

二
〇
一
八
年
一
〇
月
　
　
二
日
　
告
示
（
外
務
省
告
示
第
三
〇
四
号
）

                          
 
 
 
 
 
 

二
〇
一
九
年
　
一
月
　
　
一
日
　
我
が
国
に
つ
い
て
効
力
発
生
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（
参
考
）

　
こ
の
条
約
は
、
視
覚
障
害
者
等
が
著
作
物
を
利
用
す
る
機
会
を
促
進
す
る
た
め
、
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
に
関
す
る
国
内
法
令
上
の

制
限
及
び
例
外
、
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
の
国
境
を
越
え
る
交
換
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


